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令和８年度全国水生生物調査の実施について（依頼） 
 

 日頃より水環境行政の推進について御尽力いただき、ありがとうございます。 
標記調査については、身近な自然とふれあうことで、環境問題への関心を高めるとと

もに、広く水環境保全の普及啓発を図ることを目的に、昭和 59 年度から環境省及び国

土交通省の事業として実施しており、多くの地域において、環境教育や体験学習の機会

として定着しています。環境省としては、現在、水質面のみならず、水生生物等を含む

幅広い水環境の調査の必要性を検討しているところ、本調査の役割も今後ますます重要

になってくるものと考えています。 
 このような中、令和８年度の本調査ついてはスケジュールを見直し、4 月下旬から調

査を開始させていただきます。今年度も下記のとおり標記調査を実施することとしまし

たので、本調査の趣旨を御理解いただき、貴管内の関係者に広く御周知いただくととも

に、調査参加者に対する調査方法の説明、必要な助言等を行っていただきますようお願

いいたします。 
 また、本調査の結果報告等については、インターネットを利用した調査システム（以

下「情報システム」という。）を利用していただくことにしておりますので、御協力の

ほどよろしくお願いします。情報システムの利用方法など詳細については、別途お知ら

せする予定としておりますので申し添えます。 
 
 

記 
 
 

１ 調 査 期 間  令和８年４月から１0 月末まで 
２ 調 査 の 方 法  「令和８年度全国水生生物調査実施要領」（別添１）による。 
３ 調査結果の報告  情報システムにより 12 月末日までに報告して下さい。 
 
 
 

お問い合わせ先 
  環境省 水・大気環境局 環境管理課（鍛冶、野口） 
  TEL：03-5521-8314 
    電子メール：WEQC01@env.go.jp 
（緊急の場合を除き、電子メールを御活用いただきま

すよう、御協力をお願いします） 

 



 
別添１ 

 
令和８年度全国水生生物調査実施要領 

 

 

１ 調査参加者の募集方法について 
（１） 調査参加対象者 

調査参加者の募集に当たっては、全国の小中学校、民間企業、民間団体、地域コミュニティー等、様々な主体

を対象とします。また、以下①～③にご配慮いただきますようお願いします。 
① こどもエコクラブとの連携 

「こどもエコクラブ」との連携により、より効果的な調査の実施が期待できるため、エコクラブ関係者への

周知と調査の支援をすること。 
② 教育現場との連携 

これまでも多くの小中学校からの参加をいただいていることから、引き続き多数の参加をいただけるよう、

教育委員会等との連携により教育現場への周知をすること。 
③ 市町村との連携 

全国には熱心に本調査に取り組み、その成果を活用している市町村が多数ありますので、関係者が連携して

取り組むことができるように、貴管内市町村に情報の周知をすること。 
 

（２） 「水生生物調査支援情報システム」（インターネットを利用した調査支援システム、以下「情報システム」と

いう。）の利用等 
本調査の結果報告については、「情報システム」を利用して直接ホームページ上で調査結果を入力することとし

ます。利用手順は以下を参照し、調査の利便性の向上に配慮するものとします。 
① 上記（１）の①～③の団体等に、「調査団体情報記入表」（別紙１）を配布し、参加者を募集すること。（募

集の際にはシステム利用希望の有無について確認すること）。 
② 参加申請があった団体のうち、システム利用希望のあった団体には、別途お送りする「ユーザ ID」及び「パ

スワード」を発行すること。（ユーザ IDの発行方法等、情報システムの操作に関する詳細については別途お

知らせします）。 
※ システムを利用しない団体等には、「集計用紙」（別紙２）により調査結果を集約いただき、都道府県により

代行入力すること。 
 
２ 調査方法について 

調査方法は、「川の生きものを調べよう」（以下「テキスト」という。）に定める指標生物の調査法及び評価法を用

いることを原則とします。 
ただし、地域の特性に応じて参加団体等が独自に指標生物を追加するなど、独自の評価方法を併用することを妨

げないものとします。 
また、調査結果の集計については、「集計用紙」（別紙２）によりますが、テキストに記載している集計用紙等を

使用することも差し支えないものとします。 
 



３ 調査に当たっての留意事項 
（１） 本実施要領は、国土交通省直轄管理区間を除く河川で実施する調査について定めるものとします。 

（国土交通省直轄管理区間での調査を希望する団体は、国土交通省地方整備局等へお問合せ願います。） 
 

（２） 調査地点は、各地点の歴年変化を把握する観点から、前年度の調査地点及び継続的に調査されてきた地点を

優先して選定するものとします。 
 

（３） 調査に当たっては、安全に十分ご留意ください（別紙３）。 
 

４ テキスト等について 
（１） テキスト等の入手方法 

① テキストおよび下敷きについては、以下により入手が可能です。 
一般の方からテキストの供与依頼があった場合には、原則として、以下の団体のホームページを御案内し

ております。 
 

  国土交通省ホームページ（無償ダウンロード） 
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/index.html#kankyo 

環境省ホームページ（無償ダウンロード） 
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B
%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf 

公益社団法人 日本水環境学会（テキスト・下敷き有償頒布）＜お問合せ先：電話03-3632-5351＞ 
http://jswe.or.jp/community/booklet/index.html 
 

（２） テキスト等の複製等に係る留意事項 
テキストの複製、内容の転載等を行なう場合は、以下１）～２）を遵守して行うものとします。 
 

１） 水質調査や環境保全活動を目的とする非営利事業において無償頒布する資料等に転載する場合については、

以下の条件を満たすものであること。 
     ① 出典を明記すること。（（例：「出典『川の生きものを調べよう』環境省・国土交通省編」） 

（ホームページへ掲載する場合も同様。CD‐ROM等の磁気媒体の場合は、ラベル、添付解説図書、磁

気媒体内の転載場所等のいずれか若しくは複数箇所に明記すること。） 
 また、地方公共団体名等を挿入することは差し支えないものとする。 
 

２） テキスト等の内容を転載した資料等を、販売又は有償頒布、営利利用する場合、１）の条件を満たすこと

とともに、下記ⅰ～ⅳの事項を記載し、環境省 水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室宛て、申請する

ものとします。 
ⅰ 目  的（例：イベントPR資料、報告書引用等） 
ⅱ 利用方法（例：写真を図書に転載、展示パネルに転載、ホームページに掲載等） 
ⅲ 担当者連絡先：（例：団体名、所属、氏名、連絡先） 
ⅳ 活 用 期 間 ：（例：令和８年４月２４日～令和８年10月31日） 

https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/index.html#kankyo
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
http://jswe.or.jp/community/booklet/index.html


５ その他 
（１）  環境省では、全国水生生物調査以外にも水辺の生きもの調査とそれを使った水辺の評価ツールを作成して

いますので、併せてご活用ください（別紙４）。 
「水辺のすこやかさ指標（みずしるべ）」を活用した評価を実施された団体の皆様は、差し支えなければ環

境省（WEQC01@env.go.jp）まで、情報の提供にご協力ください。 
（２）  指標生物の１種に設定しているアメリカザリガニについて、令和５年６月から外来生物法に基づく「条件

付特定外来生物」に指定され野外への放出等が規制されました。一度持ち帰ってから外に放すことなどは違

法となるおそれがありますので、調査の際に違法な放出がされないよう、注意喚起をお願いいたします

（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html）。なお、調査の際にその場で直ち

に放すことは問題ないとされています（https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/qa.html#q8）。外来生物に

関する資料もご参考ください（別紙５）。 
 
 

 



全国水生生物調査の概要
川の中には様々な生きものが住んでいますが、特に川底に住んでいる生きものは、過去から調査時点までの長

い時間の水質の状況を反映したものであり、どのような生きものが住んでいるかを調べることにより、その地点の
水質の程度を知ることができます。この調査は、適切な指導のもとの、小学生、中学生、高校生、一般の人々のだ
れもが簡単にできるようになっています。

利根川水系鬼怒川（H17.7.11)

十勝川水系十勝川（H17.9.5)

本調査では、河川に生息する水生生物のうち、①全国各地に広く分布し、
②分類が容易で、③水質に係る指標性が高い、29種を指標生物として
います。

河川で水生生物を採集し指標生物の同定・分類を行い、地点毎に、Ⅰ
（きれいな水）、Ⅱ（ややきれいな水）、Ⅲ（きたない水）、Ⅳ（とてもきたな
い水）の４階級で水質の状況を判定しています。

調査方法 水質階級と指標生物

【参考３】

ナミウズムシ サワガニ カワニナ類 コオニヤンマ

ヒラタカゲロウ類 カワゲラ類 コガタシマトビケラ類 オオシマトビケラ

ヘビトンボ ナガレトビケラ類 ヒラタドロムシ類 ゲンジボタル

ヤマトビケラ類 ブユ類 ○ ヤマトシジミ ○ イシマキガイ

アミカ類 ヨコエビ類

タニシ類 シマイシビル サカマキガイ エラミミズ

ミズムシ ミズカマキリ アメリカザリガニ ユスリカ類

○ ニホンドロソコエビ ○ イソコツブムシ類 チョウバエ類

ヒゲナガカワトビケラ類 ニンギョウトビケラ類

タニガワカゲロウ類 チラカゲロウ

Ⅰ,Ⅱ両方で見られる水生生物（指標生物ではない）

きれいな水（Ⅰ）の指標生物 ややきれいな水（Ⅱ）の指標生物

きたない水（Ⅲ）の指標生物 とてもきたない水（Ⅳ）の指標生物

注）○は海水の少し混ざっている汽水域
キス イイキ

の生物 

調査テキスト 川の生き物を調べよう－水生生物による水質判定－（https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-
site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf）

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref/pdf/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB.pdf
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ライジャケ・
オン・スタイル

水 難 事 故 防 止

川は楽しい場所ですがリスクもあります。川に入らなく
ても川岸で足を滑らせて転落することもあります。川で
の水難事故のほとんどはライフジャケットさえ着ていれ
ば防げた可能性があります。

川で子どもを事故に遭わせないために、そして自分も事
故に遭わないように、子どもも大人もライフジャケット
を着用することが必要です。

だるまキャラの「山田るま」ちゃんが、
ライフジャケットを着て「川田るま」に変身！



水辺の生きものが教えてくれる豊かな水環境
～調査の方法・教材・評価ツールのご紹介～

生きものから見る水辺のきれいさ～全国水生生物調査～

川の生きものを調べよう～水生生物による水質判定～（冊子・下敷き）

 環境省と国土交通省が毎年実施してい
る、市民が誰でも参加できる調査です。

 カゲロウ、トビケラ、カワゲラ等の水
生昆虫をはじめとする川の生きものか
ら、水質（水のよごれの程度)を4つの
階級で判定します。

全国水生生物調査ページ：
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/

参加方法、調査方法など、詳しくは下記ホームページをご確認ください。

私たちの身近な水辺には、魚や水生昆虫などさまさまな生きものが暮らしています。どこにどんな生きものがいるか
を調べることで、そこの水のきれいさや自然の豊かさを知ることができます。
環境省では、水環境への親しみや関心を高めるため、水辺の生きもの調査とそれを使った水辺の評価ツールを紹介し
ています。ここで紹介する調査・ツールを使って、ぜひ水辺に触れる・知る機会を作ってみてください！

▼各階級のイメージと指標生物
どのようなもの？

どう使えるの？

学校では授業やクラブ活動の一環として、
地域の自然観察会として、身近な水環境
を知るきっかけになります！

過去の全国の調査結果が見られる「調査地点マップ」
「指標生物マップ」「水質階級判定マップ」もホーム
ページで公開しています。

毎年全国
約4万人が参加

別紙４

 全国水生生物調査の実施等に活用いただける教材として、環境
省と国土交通省が冊子・下敷き（川の生きものを調べよう）を
作成し、HPで公表しております。

 冊子は、川の中に生息するさまざまな生物の調査結果から、身
近な川の水質の状況を知るために多様なカラーイラストを載せ
て、わかりやすく指標生物と調査法を説明したものです。

 下敷きは、水のきれいさの程度を、きれいな水（水質階級Ⅰ）、
ややきれいな水（水質階級Ⅱ）、きたない水（水質階級Ⅲ）、
とてもきたない水（水質階級Ⅳ）の４階級に分け、それぞれの
水質階級にすんでいる指標生物の一覧が記載されています。

どのようなもの？

どう使えるの？

全国水生生物調査に限らず、
水辺での生き物調査を実施する
際に利用することができます！

▼下敷き（表）

冊子（表紙）

冊子・下敷きの販売：
https://www.jswe.or.jp/commu
nity/booklet/index.html

冊子・下敷きのダウンロード：
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-
site/mizu/suisei/etsuran/pref.html

https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/
https://www.jswe.or.jp/community/booklet/index.html
https://www.jswe.or.jp/community/booklet/index.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/suisei/etsuran/pref.html


【問い合わせ先】
環境省水・大気環境局環境管理課環境
TEL：03-5521-8316 e-Mail：SECTION_WEQS@env.go.jp

川の生きものを調べてみよう～河川生物の絵解き検索～

川底に一般的に生息する生きものを現場で
見ながら分類する際の参考図書です。

写真やイラストを使い、生きものの特徴を
手掛かりに、専門的な知識がない方でも
“科”レベルまで同定できるようにまとめた
冊子です。

「日本版平均スコア法」とセットでの使用がおすすめ。
河川生物の絵解き検索：
https://www.env.go.jp/press/104101.html

さまざまな視点で見る豊かな水辺～水辺のすこやかさ指標(みずしるべ)～

①自然なすがた、②ゆたかな生きもの、③水のきれいさ、
④快適な水辺、⑤地域とのつながりの5つの観点で、総合的
に水辺を評価する方法です。

調査方法マニュアルの他、調査を指導する方向けのテキス
トや指標を使ってできることをまとめたガイドラインも用
意されています。

河川生物の絵解き検索：
https://www.env.go.jp/content/900543704.pdf

検索マニュアルは下記からダウンロードいただけます。

▼結果の記入表

▲調査の様子

▼3段階での評価（自然なすがた）

どのようなもの？

どう使えるの？

どのようなもの？

どう使えるの？

現場で採集した生きものの種類をその場で
判別する時に役立ちます！

簡単で分かりやすい方法なので、学校での総合的な学習の時間
や地域住民・ＮＰＯ等の環境学習に活用でき、身近な水辺と地
域との関わりを学ぶことにもつながります！

地域の状況に合
わせた地域版も
作られています。

環境省HP みんなで川へ行ってみよう！：
http://www.env.go.jp/water/wsi/index.html
調査方法等のマニュアルは下記からダウンロードいただけます。
水環境健全性指標2009年版：https://www.env.go.jp/water/wsi/pdf/sukoyakasashihyou.pdf
活用ガイドライン：https://www.env.go.jp/water/wsi/pdf/guideline.pdf
指導者用テキスト：https://www.env.go.jp/water/wsi/pdf/text.pdf

参考：スコア法とは？
河川に生息する71種の水生生物に点数（スコア）を
つけ、それらの生息状況から河川の水質の状況を定
量的に評価することができます。

点数が高いほど自然に近い川と考えられます。
絵解き検索で生きものの種類を調べ、その結果をス
コア法の評価に使うことで、より客観的に川の水質
を知ることができます。

水生生物による水質評価法マニュアル：
https://www.env.go.jp/content/900543703.pdf

https://www.env.go.jp/content/900543704.pdf
http://www.env.go.jp/water/wsi/index.html
https://www.env.go.jp/water/wsi/pdf/sukoyakasashihyou.pdf
https://www.env.go.jp/water/wsi/pdf/guideline.pdf
https://www.env.go.jp/water/wsi/pdf/text.pdf
https://www.env.go.jp/content/900543703.pdf


国内の水辺で新たな外来種のザリガニ、「ミステリークレイフィッシュ」が見つかっています。見
た目はアメリカザリガニと似ていますが、メス１匹で子孫を残すという特徴を持っています。もし
１匹でも野外に入り込んでしまうと、短期間のうちに増えてしまい、生態系に悪影響を及ぼす恐
れがあります。

アメリカザリガニが野外に逃げ出し、各地で増えてしまったことにより、貴重なトンボ類や地域固有の
水生昆虫、水草などが被害を受け、激減したり絶滅したりしています。
現在、地域の生物多様性を守るために、各地でアメリカザリガニの駆除活動が行われています。
ミステリークレイフィッシュが第二のアメリカザリガニとらならないよう、運搬したり、野外に放したりしな

いよう注意してください。※これらの行為は法律でも規制されています。

単為生殖するザリガニミステリークレイフィッシュに注意！

条件付特定外来生物特定外来生物

体色は暗赤色。子ザリガニは茶褐色で、まだら
模様が出ることもあります。また、オレンジ色や
青色の品種もあります。
最大体長約12cm

アメリカザリガニミステリークレイフィッシュ
別名：マーブルクレイフィッシュ、マーモクレブスなど

体色は青や緑色味のある灰色で、マーブル模様
があります。褐色、緑褐色、青色の個体もいま
す。
最大体長約10cm

ミステリークレイフィッシュ等外来ザリガニは
生態系に影響を与えるおそれがあるとして

法律で放出などが規制されています ※詳しい規制内容は
裏面参照



外来ザリガニの規制について

・全ての外来ザリガニが特定外来生物に指定されています。
・特定外来生物は飼育、運搬、輸入、放出及び譲渡し等が原則禁止されます。
・違反した場合には個人の場合には３年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、法人
の場合は１億円以下の罰金などがあります。
・アメリカザリガニは条件付特定外来生物に指定されており、一般家庭でペットとして飼
育することはできますが、放出や販売などが原則禁止されています。

条件付特定外来
生物の規制につ
いて

特定外来生物の
規制について

特定外来生物に指定
されているザリガニ
について

現時点では、野外でミステリークレイフィッシュが見つかっている場所はごく一部の地域に限られていますが、アメリカ
ザリガニとよく似ているために、生息していても見落とされている可能性もあります。
外来種の被害を防止するためには、早期発見、早期駆除が重要です。
このチラシの表面の「ここが見わけのポイント」のイラストを参考にして、ミステリークレイフィッシュかな？と思うザリガニ

を見つけたら、最寄りの地方環境事務所までご連絡ください。
野外で見つけた個体を別の場所に放すことは被害の拡大につながりますので、絶対におやめください。

ミステリークレイフィッシュかな？と思ったらお知らせください。

釧路自然環境事務所
0154-32-7500

北海道地方環境事務所
011-299-1950

東北地方環境事務所
022-722-2876

関東地方環境事務所
048-600-0817

信越自然環境事務所
026-231-6570

中部地方環境事務所
052-955-2139

近畿地方環境事務所
06-6881-6505

中国四国地方環境事務所
086-223-1561

四国事務所
087-811-7240

九州地方環境事務所
096-322-2413

沖縄奄美自然環境事務所
098-836-6400

環境省外来生物対策室 03-5521-8344

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/gairaizarigani.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/gairaizarigani.html
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/gairaizarigani.html
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